
議案第１０号

 
 

基本財産の増額について（案） 

公益社団法人としての安定的な運営を確保するため、広島県歯科医師会に基本

財産である土地を返還譲渡したことによる基本財産の減額について、土地譲渡額

と同等額を基本財産積立預金に追加することについて、総会の承認を求める。

追加額 ３９，９１３，３３２円
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